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１．基本理念 

岩沼市においては、いわぬま未来構想に基づく各種施策の推進、市民一人ひとりが、

健康で長生きし、幸せを追求・実感することができる、「 があふれる“健幸”先進都

市 いわぬま」を目指したまちづくりを進めています。 

また、平成 23 年度に「岩沼市障害者計画・障害福祉計画」を策定し、基本理念と

して掲げた「障害のあるひとも、ないひとも、みんなでつくる、福祉のまちいわぬま」

の実現のため、地域で自立して生活できるまち、自らの能力を発揮して自己実現がで

きるまち、快適で安心して暮らせるまちへの想いをしっかりと見つめ、障害福祉施策

の推進に努めてきました。 

この間に、国では障害者権利条約を批准し、国際的な協調の下で共生社会の実現に

向けた取り組みを行っています。障害者権利条約では、「障害」で被る不利益を「医学

的な要因によるもの」として捉えるのではなく、社会における様々な障壁によって生

ずる「社会的障壁によるもの」として捉えており、国においても、社会のあらゆる場

面におけるアクセシビリティ（※2）の向上と心のバリアフリーを推進しています。 

さらに、岩沼市においても、保健・福祉分野の総合計画である岩沼市地域福祉計画

が策定され、本計画も地域福祉計画の理念等に基づく個別計画と位置づけられました。 

新しい「岩沼市障害者計画・障害福祉計画（障害児福祉計画）」は、これらの考え方

を踏まえた上で、 

１．自分らしく暮らせる障壁のない地域をつくる 

２．自らの能力を生かし、生きがいや役割をもてる支援体制をつくる 

３．障害のある方の人権や権利をみんなで守る 

を基本目標とし、『障害があっても 地域の中で役割や生きがいをもって 自分らし

く生きられる まち いわぬま』を目指し、施策の実現に努めてまいります。 

なお、そのまちづくりは、地域共生社会の実現の一翼を担うものです。 

 

 

 

                                     
※2 アクセシビリティ：情報の入手のしやすさ、施設や機器の利用のしやすさ。年齢や身体障害等

による利用の障壁を取り除き、障害等の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたど

り着け、交通手段や施設等の利用、諸活動への参加ができること。 

障害があっても 地域の中で役割や生きがいをもって 

自分らしく生きられる まち いわぬま 
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《基本目標２》 

自らの能力を生かし、生きがいや役割をもてる支援体制をつくる 

《基本目標１》 

自分らしく暮らせる障壁のない地域をつくる 

２．基本目標と展開 

 

 

 

 

【基本方針】 

 

障害があっても、分け隔てられることなく、お互いに尊重しあい

ながら、ともに生きる地域の実現を目指します。 

【基本施策】 1 総合的な障害福祉システムの構築 

 

２ 相互理解の推進 

 

３ 次世代を担う子どもたちへの福祉教育の充実 

 

４ ユニバーサルデザインの推進 

 

５ 文化芸術、スポーツ活動の充実 

 

６ 障害者就労の総合的支援の推進 

 

７ 障害者の防災対策の推進 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 障害があっても、人とのつながりの中で多様な能力を十分に活か

し、自分らしく輝くことが生きがいとなるまちづくりを目指しま

す。 

【基本施策】 1 障害者を支える相談支援体制の充実 

 

2 障害者を支える地域の福祉サービスの充実 

 

３ 障害者を支える人づくり 
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《基本目標３》 

障害のある方の人権や権利をみんなで守る 

 

 

 

 

【基本方針】 障害があっても、人権を損なうことなく、障害者に配慮し、障害

に基づくいかなる差別もなくし、みんなで権利を守ることを目指

します。 

【基本施策】 1 意思決定支援の充実 

 

2 障害者虐待の防止対策の推進 

 

3 障害を理由とする差別の解消 
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３．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 基本目標 基本施策 
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1 障害者を支える相談支援体制の充実 

2 障害者を支える地域の福祉サービスの充実 

３ 障害者を支える人づくり 

1 意思決定支援の充実 

2 障害者虐待の防止対策の推進 

3 障害を理由とする差別の解消 

 （１）相談支援体制の充実 
 （２）ネットワークの確立 

（３）相談支援の包括的相談機能（基幹機能）の整備 

（１）障害福祉サービス等の充実 
（２）障害特性に応じた専門性の確保 

 （１）支援者支援 
 （２）家族支援 

1 総合的な障害福祉システムの構築 

２ 相互理解の推進 

３ 次世代を担う子どもたちへの福祉教育の充実 

４ ユニバーサルデザインの推進 

５ 文化芸術、スポーツ活動の充実 

６ 障害者就労の総合的支援の推進 

７ 障害者の防災対策の推進 
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４．障害福祉計画の施策体系 
障害福祉サービス （１）訪問系サービス ■居宅介護（ホームヘルプサービス） 

■重度訪問介護 
■同行援護 
■行動援護 
■重度障害者等包括支援 

（２）日中活動系サービス ■生活介護 
■自立訓練（機能訓練） 
■自立訓練（生活訓練） 
■自立訓練（宿泊型自立訓練） 
■就労移行支援 
■就労継続支援 
■就労定着支援 
■療養介護 
■短期入所（ショートステイ） 

（３）居住支援・ 
   施設系サービス 

■自立生活援助 
■共同生活援助(グループホーム) 
■施設入所支援 

（４）相談支援サービス ■計画相談支援 
■地域移行支援 
■地域定着支援 

障害児福祉サービス 
（障害児福祉計画） 

（１）障害児支援 ■児童発達支援 
■医療型児童発達支援 
■放課後等デイサービス 
■保育所等訪問支援 
■障害児入所支援 
■障害児相談支援 
■居宅訪問型児童発達支援 

（２）障害児子ども子育て支援
等の地域資源の提供体制
の整備 

■保育所（園） 
■認定こども園 
■放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 
■母子通園施設 
■子育て援助活動支援事業 
 （ファミリー・サポート・センター事業） 
■地域子育て支援拠点事業 

地域生活支援事業 （１）理解促進研修・啓発事業 
（２）自発的活動支援事業 
（３）相談支援事業 
（４）成年後見制度利用支援事業 
（５）成年後見制度法人後見支援事業 
（６）意思疎通支援事業 
（７）日常生活用具給付事業 
（８）手話奉仕員養成研修事業 
（９）移動支援事業 
（１０）地域活動支援センター事業 
（１１）訪問入浴サービス事業 
（１２）障害者職親委託事業 
（１３）日中一時支援事業 

地域生活支援促進事業 （１）障害者虐待防止対策支援事業 

岩沼市独自事業 （１）更生訓練費給付事業 
（２）障害者雇用奨励金交付事業 
（３）自動車運転免許取得費助成事業及び身体障害者自動車改造費助成事業 
（４）福祉タクシー利用助成事業・障害者自動車等燃料費助成事業 
（５）精神障害者小規模作業所事業 
（６）精神障害者コミュニティサロン事業 


